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65歳（年金受給開始年齢）

自己負担1割
（追加的に消費税
0.3％で実現）

自己負担2割
（追加的に消費税
0.7％で実現）

国保
（県単位――広域連
合の利用も視野）

高齢者医療制度に要する費用は、国保と被用
者保険の間では均等割りで分け、被用者保険
負担分は総報酬で割って応能負担の保険料
率を算定
（被用者保険では保険料率3.3％が高齢者医
療制度用となる――ただし75歳以上への公費
5割負担は継続）

高齢者医療制度

目的：組合健保の保険料率は最高9.62％、最低3.12％である(2007年度）。65歳以上の高齢者にかかる医療費の財

政調整部分だけでも被用者保険に応能負担原則を導入することにより、組合健保の解散を回避し、組合健保のメ
リットをより多くの国民に享受してもらう。とともに、ドイツ被用者保険の医療保険料率は14.6％、フランス13.85％で

あり、日本の今後の医療保険料率引き上げをスムーズに行うことのできるように、負担力の弱い層に過重な負担が
及ばない準備をしておく。

•被用者保険の65歳以上被扶養者に係る割増保険料率を設ける
協会健保 1.0% 組合健保 0.7％

被用者保険
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第５回配付資料


